
 

 
 

 

 

◆滋賀県環境審議会とは 

本県の環境に関する施策を進める上で基本となる計画や条例について、調査審議し

ていただく機関です。 

審議会には専門分野ごとに以下の７つの部会が設置されており、会議は通常、部会

ごとに開催されます。（各委員にはいくつかの部会に所属いただき、所属部会の会議

に出席していただきます。） 

   部会：①環境企画部会、②温暖化対策部会、③水・土壌・大気部会、④廃棄物部会、⑤自然環境部会、⑥温泉部会、⑦琵琶湖総合保全部会 
 
◆委員の仕事 

   年に数回開催される会議に出席して、他の委員の方々とともに、環境保全に関する

基本的事項等について調査審議していただきます。（会議出席の都度、報酬と交通費をお

支払いします。） 
 
◆委員の任期 平成３０年６月１日から２年間 
 
◆応募の資格 

   県内に在住または在勤･在学されている方で、年齢が満１８歳以上の方です（平成 

３０年６月１日現在）。なお、滋賀県の他の審議会等の委員になっておられる方、以

前に公募により選任された滋賀県環境審議会委員の方は応募できません。 
 
◆募集の人数 ３人以内 
 
◆応募の方法 

   このチラシ裏面の「滋賀県環境審議会委員応募書」に必要事項を記入の上、日頃感

じている環境保全上の課題について、提案や意見等を 1,000 字程度にまとめた「意

見書」を添えて応募してください。（郵送、E-mail または直接お届けください。FAX

では受付しておりません。） 
 

◎ 「滋賀県環境審議会委員応募書」の電子データは県ＨＰ （http://www.pref.shiga.

lg.jp/hodo/e-shinbun/de00/20180125.html）にも掲出しています。  

◎ 「意見書」は、Ａ４サイズの原稿用紙や便せん、レポート用紙などを利用して作成し

てください。 

◎ 「意見書」では、テーマとそれに対する問題意識や関心を簡潔に明記したうえで、提

案や意見等を記入してください。 

◎ 委員は、応募された方の中から、選考会議で選考の上、決定します。選考の結果は、

御本人にお知らせします。 

◎ 応募書と意見書はお返ししませんので御了承ください。 

◎ 応募書に御記入いただきました個人情報は、他の目的に使用しません。 
 

◆応募期間 平成３０年２月１日（木）～３月１４日（水） ※必着 

 
◆応募先（お問い合わせ）  

〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目 1-1 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課企画調整係 

電話：０７７－５２８－３３５４ ／ Ｅ-ｍａｉｌ：de0002@pref.shiga.lg.jp 

滋賀県では、滋賀県環境審議会において、環境の保全に関する基本的事項や重要事項に
ついて、審議していただく委員を募集します。 


